
 

 

 

 

 

 

 

資産等報告書について 

 

このことについて、宮城県議会議員の政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条

例第４条に基づき、別紙のとおり議長に提出されましたのでお知らせします。  

 なお、閲覧については、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 閲覧に供する報告書 

 （１）資産等報告書 

議員がその選挙の期日において有する資産等について報告するもの 

 

２ 閲覧場所 議会庁舎１階東側 情報公開室 

 

３ 閲覧時間 月曜日から金曜日（休日を除く） 

       午前９時から正午まで、午後１時から午後４時３０分まで 

 

 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 ６ 日 

議会事務局総務課総務班 

担当：佐藤・小野寺 

電話： 022-211-3571 

メール：gikaigg@pref.miyagi.lg.jp 


